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1-1.かかりつけ医機能報告制度の概要

【背景（人口動態・医療需要・マンパワーの変化の概要）】
〈人口動態〉

○ 2025年以降、85歳以上人口を中心に高齢者が増加し、現役世代が減少

○ 地域ごとに65歳以上の人口が増減し、生産年齢人口が減少

〈医療需要〉
○ 全国の入院患者数は2040年頃にピークを迎えるとともに、死亡数は2040年まで増加傾向
にあり、年間約170万人が死亡すると見込まれている。

○ 外来患者数は2025年頃にピークを迎えることが見込まれ、65歳以上の割合が増加
○ 在宅患者数は2040年以降にピークを迎え、要介護認定率は85歳以上で高くなることから、
医療・介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

〈マンパワー〉
○ 2040年には医療・福祉職種の人材は現在より多く必要
○ 病院や診療所に従事する医師の平均年齢が上昇しており、60歳以上の医師の割合も増加
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● 複数の慢性疾患や医療･介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者の更なる増加と生産年齢人

口の急減が見込まれる中、地域で必要となる時間外診療体制や在宅医療、入退院支援など

   のかかりつけ医機能の確保が不可欠であると考えられている。
● 本制度により、今後在宅医療等を担う意向の有無などを含めて、医療医機関におけるかかり
つけ医機能の取組状況が分かるようになる。

● その情報をもとに、地域のかかりつけ医機能の確保状況を可視化することができ、その上で、
不足するかかりつけ医機能の協議に活用し、地域で必要な対策を検討する。

かかりつけ医機能の確保・強化、地域医療の質の向上を図る
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1-1.かかりつけ医機能報告制度の概要
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かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会（第4回）
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1-1.かかりつけ医機能報告制度の概要
令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）

1-2.かかりつけ医機能報告制度に基づく医療機関の実施事項



令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）

1-3.報告を行うかかりつけ医機能について（1号機能及び2号機能）
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○ 報告にあたってはG-MISのユーザ名、パスワードに加え、保健医療機関番号が必要になります。
○ スマートフォンやタブレットには対応しておりませんので、お持ちのパソコンからご報告ください。

8

令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）

2-1.G-MIS操作



2-1.G-MIS操作

令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）
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2-1.G-MIS操作

令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）
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2-1.G-MIS操作

令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）
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「具体的な機能」は法令に定めるかかりつけ医機能（１号機
能）（※）を指しております。かかりつけ医機能を有すること
について院内掲示を行っている場合は、「有り」をご選択くだ
さい。

（※）継続的な医療を要する患者に対して、発生頻度の高い疾
患についての診療を行い、日常的な診療において、患者の生活
背景を把握し、適切な診療・保健指導を行い、必要な場合には、
地域の医師・医療機関と協力して解決策を提供する機能。

かかりつけ医機能に関係すると考える任意の研修を修了した者がいる場
合は、「有り」を選択してください。
常勤・非常勤は問いません。
（報告対象となる望ましい研修項目は、「かかりつけ医機能報告に係る
医師の研修について（通知）」（医政総発0827第1号）にて整理されて
いる。）

常勤・非常勤に関わらず、一般社団法人専門医機
構が認定する総合診療専門医が勤務している場合
は、「有り」をご選択ください。

【１号機能】日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

1

2

3

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）
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2

3



一次診療が対応可能な領域をすべてご選択くださ
い。該当する領域がない場合は、「該当無し」を
ご選択ください。

一次診療の対応ができる領域等も踏まえつつ、実際に一次診療を行
うことができる疾患をすべてご選択ください。
一部の項目は、括弧内に例示として、特定の症状や疾患が記載され
ています。これは、そのカテゴリーに含まれる代表的な症例を示し
ており、必ずしもその特定の疾患に限定されるものではありません。
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2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）
令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

【１号機能】日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

4

5



自身の専門領域にかかわらず、患者からの医療や健
康等への相談に対応している場合は、「可能」をご
選択ください。

患者からの医療や健康等への相談に対応しているというのは、
具体的にどういったことをやっていたら対応していると言える？

・外来の看護師数、在宅に関わる看護師数
勤務時間の概ね８割以上を外来部門または在宅医療部門で

勤務する常勤・非常勤の看護師数をご回答ください。
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【１号機能】日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【１号機能】日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能



＜全国医療情報プラットフォーム＞
オンライン資格確認等システムのネットワークを
拡充し、レセプト・特定健診等情報に加え、予防
接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カ
ルテ等の医療（介護を含む）全般にわたる情報に
ついて共有・交換できる全国的なプラットフォー
ム。
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【１号機能】日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

8
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在宅当番医制に参加している場合は、「有り」の
中で該当する項目をご選択ください。
月ごとの平均回数は、前年の１月１日から１２月
３１日までの実績を基に計算してください。

休日夜間急患センター又はそれに類似する施設
に医師を派遣している場合は、「有り」の中で
該当する項目をご選択ください。
月ごとの平均回数は、前年の１月１日から１２
月３１日までの実績を基に計算してください。

診療時間外である平日準夜帯、平日深
夜帯、休日に、外来患者や家族に対し
何らかの診療や電話対応を行っている
場合は選択肢「有り」の中で該当する
項目をすべてご選択ください。今後対
応を検討している場合は、選択肢「無
し（意向有り）」の中で該当する項目
をご選択ください。

【２号機能】通常の診療時間外の診療
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】通常の診療時間外の診療



G-MISでの報告の場合、診療報酬項目については、前年度の
レセプトデータの値がプレプリント（自動入力）されます
が、各医療機関においてもご確認ください。以降の他の診
療報酬項目についても同様です。

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】通常の診療時間外の診療
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

12

12



自院又は連携により在宅患者が病状悪化で入院が必要に
なった際に受入れができる病床を確保している場合は、
「有り」の中で該当する項目をご選択ください。
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】入退院時の支援

13

13
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】入退院時の支援

自院が所在する地域の入退院支援ルールを運用している
場合、又は地域連携クリティカルパスに参加している場
合は、選択肢「有り」の中で該当する項目をご選択くだ
さい。上記の対応は行っていないが、今後、対応を検討
している場合は、選択肢「無し（意向有り）」の中で該
当する項目をご選択ください。

＜地域連携クリティカルパス＞
患者が早めに自宅に帰れるように、治療を受けるすべての医療機
関で共有する診療計画のこと。
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特定機能病院／地域医療支援病院／紹介受診重点医療
機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数（月平
均）について、該当する項目をご選択ください。
外来患者数（月平均）は、前年度の外来患者延べ数
（在宅患者数を除く）を前年度の１年間の外来診療を
行った月数で割った数値となります。
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】入退院時の支援

15
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在宅患者に対して個別に連絡先の共有をおこなうなど何ら
かの対応をされている場合は、一定の対応を行っているも
のとして、「有り」の中で該当する項目をご選択ください。
「他医療機関等と連携」とは、自院以外の医療機関や専門
のコールセンター等と協力し、在宅患者に対する連絡体制
を確保していることを指します。
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】在宅医療の提供
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在宅患者に対する往診体制を確保している場合は、「有
り」の中で該当する項目をご選択ください。
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在宅患者に対する訪問看護の体制を確保している場合は、
「有り」の中で該当する項目をご選択ください。

令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】在宅医療の提供
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】在宅医療の提供
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】在宅医療の提供



・主治医意見書の作成
前年の１月１日～１２月３１日までの間に主治医意見書

を作成している場合は、「有り」をご選択ください。

・介護支援専門員や相談支援専門員と相談機会の設定・
サービス担当者会議等への参加
前年の１月１日～１２月３１日までの間に介護支援専門

員や相談支援専門員との相談機会又はサービス担当者会議
やそれに類似する会議に参加した場合は、「有り」をご選
択ください。

・地域ケア会議・市町村の在宅医療介護連携推進事業によ
る協議の場への参加
前年の１月１日～１２月３１日までの間に地域ケア会議

又は市町村の在宅医療介護連携推進事業による協議の場に
参加した場合は、「有り」をご選択ください。

・居宅療養管理指導の状況
前年の１月１日～１２月３１日までの間に居宅療養管理

指導を実施している場合は、「有り」をご選択ください。

医師が出席した場合のみ？
居宅基準では意見書提出も認められているがそれは対象外？
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】介護サービス等と連携した医療提供
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以下の対象施設において医療提供を行っている場合は、選
択肢「有り」の中で該当する項目をご選択ください（複数
選択可）。上記の対応を行っていないが、今後、対応を検
討している場合は、選択肢「無し（意向有り）」の中で該
当する項目をご選択ください（複数選択可）。

＜対象施設＞
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密
着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、養護老
人ホーム、軽費老人ホーム
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】介護サービス等と連携した医療提供
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主治医や配置医として管理する高齢者施設等に入居中
の患者数について、該当する項目をご選択ください。
患者数は、当年度の１月１日時点とします。

＜対象施設＞
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者
生活介護、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽
費老人ホーム、障害者支援施設

地域の医療や介護に関する情報共有の枠組みや、ICTを用い
た患者情報の共有ネットワークに参加している場合は、
「有り」をご選択ください。（電子カルテの情報共有シス
テムへの参加やコミュニケーションツールの活用などが挙
げられます。）
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】介護サービス等と連携した医療提供
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【４号機能】その他の報告事項
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【２号機能】介護サービス等と連携した医療提供

定期予防接種を実施している場合は、「有り」をご選
択ください。

＜定期予防接種＞
A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市
町の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保
健所長の指示を受け期日又は期間を指定して実施する予防接種。
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令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）参考

2-2.報告項目について（紙調査票サンプル）

【４号機能】その他の報告事項

臨床研修医の教育・研修（基幹型臨床研修病院（大学
病院含む）、協力型臨床研修病院（大学病院含む）、
臨床研修協力施設）を実施している場合は、「有り」
をご選択ください。すでに実施していて、追加の受け
入れが可能な場合は、「有り（追加の受け入れ可
能）」をご選択ください。今後、対応を検討している
場合は、「無し（意向有り）」をご選択ください。
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すでに実施していて、追加の受け入れが可能な場合は、「有り
（追加の受け入れ可能」をご選択ください。今後、対応を検討
している場合は、「無し（意向有り）」をご選択ください。

＜総合診療専門研修プログラム＞
一般社団法人日本専門医療機構が認定する総合診療専門医研修プログラ
ムのこと。
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2-3.G-MIS操作（各機能入力後）

令和7年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）
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2-3.G-MIS操作（各機能入力後）
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2-3.FAQ

令和7年6月 かかりつけ医機能報告制度Q&A集（第1版）

Q11.１号機能の報告事項のうち「17の診療領域ごとの一次診療の対応可否」や「一次診療
を行うことができる疾患」があるが、対応可能な日時等が限定的であっても、「対応で
きる」として報告することは可能なのか。（例：毎月第２水曜の午前のみ、対応可能な
医師がいるなど）

可能です。各報告事項に係る詳細については、令和7年度秋頃に厚生労働省におい
て作成予定の「かかりつけ医機能報告マニュアル（仮称）」を参照ください。



○ かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）は、以下に掲載されております。
また、G-MIS操作手順動画も掲載されておりますので、ご参考ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
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2-4.かかりつけ医機能報告マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html


令
和
７
年

【国】かかりつけ医機能報告マニュアル発出
かかりつけ医機能報告制度操作手順動画公開

11月4日

12～1月
【県】各医療機関向け制度説明会（12月17、19、22日、1月7日）

かかりつけ医機能報告依頼文発出

令
和
８
年

【医療機関】定期報告
※ 医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて実施

1～3月

時 期 内 容

4月以降

【県】報告内容の集計・分析、地域の協議の場への報告
【協議の場】かかりつけ医機能を確保するために必要な具体的

方策の検討、協議結果の公表
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3.今後のスケジュールについて
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